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【会場：東北歴史博物館大会議室	 傍聴人 3人】 
 
１，開会	 	 	 	 	 	 	  	 	 （研究所	 桂島部長）	 	 	 	 	 	 	  
２，挨拶・出席者紹介	 	 	  （宮城県教育委員会吉田教育次長・文化庁佐藤主任調査官） 
３，委員長互選	              須藤委員長、佐藤副委員長選出 
４，事務局からの連絡	 	 	  （研究所	 吉 野 班長） 
５，議事	               	  （司	 会	 須藤委員長） 
 
須 藤 委員長：では、はじめさせていただきます。まず	 、(1)	 平成 26 年度事業経過の多

賀城跡発掘調査事業について報告をお願いします。	 

	 

吉	 	 	 	 野：では、説明させていただきますが、先に、今回は議事が 4 つありますが、
事務局としてはそのうち議事の 3、整備基本計画になるべく時間をとりた
いと考えています。ですが、室内での会議は時間に限りがあります。一方、

今から始める議事 1は、午後から現場の視察がございますので、そこで詳
しい説明をしてご質問、ご意見を伺うこともできます。そこで、議事 1に
ついては簡単な報告にとどめさせていただき、視察の時に詳くご説明した

うえで御質問、御意見もいただければと思いますが、いかがでしょうか。 
 
須 藤 委員長：ご質問はございませんか。ないようですので、それでお願いします。では、

報告をお願いします。 
 
（１） 平成 26 年度事業経過 

１）多賀城跡発掘調査事業（第 87 次調査） 

 

（以下，三好秀樹主任研究員が資料に基づき説明） 
 
２）多賀城跡環境整備事業（平成 26 年度事業と第 9 次 5 カ年計画のまとめ） 

	 

（以下，三好壯明主任研究員が資料に基づき説明） 
	 

須 藤 委員長：ありがとうございました。今の二つの報告についてですが、詳しくは現地
でご意見、ご質問などお願いします（18～23 頁参照）。では、次に進めさ

せていただきます。 
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（２） 平成 27 年度事業計画 

１）多賀城跡発掘調査事業（第 88・89 次調査） 

	 

（以下，吉野主任研究員が資料に基づき説明） 
	 

須 藤 委員長：はい、ありがとうございます。88次と 89次の計画について委員の方から
ご質問、ご意見があればお願いいたします。89 次について、90 次の五万
崎と順序が入れ替えてあります。何かありませんか。なければ次に進みま

す。（２）多賀城跡環境整備事業についてお願い致します。 
 
２）多賀城跡環境整備事業（第 10 次 5 カ年計画と平成 27 年度事業） 

 
（以下，三好壯明主任研究員が資料に基づき説明） 

 
須 藤 委員長：はい、ありがとうございました。来年の環境整備事業、また第 10 次 5 カ

年計画と平成27年度事業について説明をいただきました。委員の先生方、
ご質問、ご意見がありましたらお願いいたします。 

 
佐	 藤	 委	 員：よろしいでしょうか。二点あるんですが、まず一点は 89 次の調査で政庁

‐南門間道路にかかっている住宅のための盛土と思われる所を調査され

るそうですが、それは盛土を削って調査するわけですよね。 
 
吉	 	 	 	 野：その場所は宅地を造成する時に南西方向が低いので、そこに土を盛ってい

ます。まず、その盛土をはずして遺構の状況を確認しないと、整備する道

路の高さを決められないと思います。それで調査します。 
 
佐藤副委員長：そのあと整備が 27 年度事業に入るのでしょうか。 
 
吉	 	 	 	 野：少し間が空きます。来年に調査をして、整備はその後になります。 
 
佐藤副委員長：盛土をはずして旧地形が分かれば、埋め戻してまた盛土をするよりはその

ままの方が良いかと思うのですが、その様な考えはあるのでしょうか。	 

	 

吉	 	 	 	 野：そうしたことも含めて、まず状況を見ようと思います。そして必要な場合

は変更する考え方で進めようと思います。 
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佐藤副委員長：分かりました。もう一点ですが、図版 6 の 27 年度の整備事業で前殿の盛

土を削って平らにするということですが、この前殿は第Ⅱ期には無いので、

無い方が良いということでしょうか。	 

	 

三	 好 （壯）：政庁はⅡ期で整備してまいりました。ですが、この前殿はⅠ期の表示です
ので、排除してⅡ期で統一し、整備をし直す方針でいます。	 

	 

佐藤副委員長：政庁南門はⅡ期でよろしいんですね。かつての整備の時に政庁南門はⅡ期

だけれども、前面の盛土をした所はⅠ期で整備したということですか。	 

	 

三	 好 （壯）：そうです。 
 
佐藤副委員長：それは完全な盛土で、遺構を傷めることは無いと思っていいんでしょうか。	 

	 

三	 好 （壯）：はい、大丈夫です。 
 
佐藤副委員長：分かりました。	 

	 

須 藤 委員長：他にございますか。 
 
小	 野	 委	 員：27 年度に説明板を改修するという話がございましたが、トータルなサイン

計画のようなものは多賀城では作られているのでしょうか。	 

	 

三	 好 （壯）：平成 17 年に解説板の比較的大がかりな補修・新設をした時にある程度サ
インの整備をしました。その後、9 年が経ちまして特に南に面した解説板
の印刷の劣化が著しく、苦情などもいただきました。今回は整備の進んだ

政庁内で必要な解説板とそれらの修復を考えています。 
 
小	 野	 委	 員：説明板は史跡における情報提供の施設として大変重要だと思います。まだ

多賀城をちゃんと理解していないのですが、訪れる人の立場に立ったビジ

ターフレンドリーという観点で、平成 17 年度の計画を修正すべき所は修正

してトータルに考えて、その中で修理をしていく観点が必要と思います。	 

	 

三	 好 （壯）：はい、ありがとうございます。 
 
鈴 木	 委 員：小野先生のお話に付け加えるようになりますが、現在、政庁の階段下の所
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に駐車場になっている部分があります。この計画だと生活道路の付け替え

をし、駐車場は無くすわけですが、政庁にアクセスしたい人の駐車場はど

ちらで考えているのでしょうか。その辺をお聞きしたい。 
 
山 田	 所 長：それにつきましては整備基本計画でまとめてご説明させていただきます。 
 
鈴 木	 委 員：では、その時にお願いします。 
 
須 藤 委員長：他にございませんか。 
 
櫻 井	 委 員：よろしいでしょうか。 
 
須 藤 委員長：はい、お願いします。 
 
櫻 井	 委 員：図版の 3と図版の 4に使われている地図が古いと思います。現状の玉川岩

切線が載ってないですよね。土地勘が分からなくなってしまうので新しく

した方がよいかと思います。 
 
吉	 	 	 	 野：分かりました。今後変えさせていただきたいと思います。 
 
須 藤 委員長：他にございませんか。無ければ先に進めます。では、次の（３）特別史跡

多賀城跡附寺址整備基本計画についてお願いいたします。 
 
（３）『特別史跡多賀城跡附寺址整備基本計画』（案） 

（以下，山田晃弘所長が資料に基づき説明） 
 

須 藤 委員長：はい、それでは説明いただきました整備基本計画案について、ご意見、ご
質問がございましたらどうぞ。 

 
鈴 木	 委 員：最初にこの計画案の位置付けを確認しておきたいのですが、来年度の前半

には確定したものを作りたいと伺っておりますけども、本日ここで色々な

質疑応答をして、それを受けて研究所で内容、文面の再検討をなさると。

その間にも各委員とまた連絡をとりながら内容を修正していくという理解

でよろしいでしょうか。今日、この場で意見が出なくても、あとから意見

を出すことも出来るということでよろしいですか。 
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山 田	 所 長：はい、もちろんです。	 
	 

鈴 木	 委 員：ありがとうございます。 
 
須 藤 委員長：とてもボリュームがありますので、まず二つに分けて 1から 6章までにつ

いてご質問やご意見をいただいて、その後に 7 章をやりたいと思います。
どんどんご意見をおっしゃって下さい。よろしくお願いします。 

 
進 士	 委 員：順番通りか分かりませんが、ここに参加させていただいてとてもわくわく

しています。やっと全体像が分かってきて、一般の市民や国民にとっての

史跡の意味も考えますと、整備計画が出て良かったと思います。今の所長

の説明からも大変緻密に作っておられると思って感心しています。 
いくつか確認ですが、たとえば地区名。大畑とか作貫とかいうのが出て

きますが、発掘の段階では今の字名を使っていると思います。ただ、史跡

整備で一番大事なのは全体の統一的なイメージだと思うのです。ですから、

一般の市民にとって古代の城柵がどういうものかという全体像を考えた時

には地名の表示もとても大事だと思います。そこの点検もして、今はそう

でも昔はこうだったとか。意味があるならその方法もある。政庁のように

機能からきているゾーンの名前を使ったらいいとか。それこそ先生方の知

恵で全体の統一イメージと場所ごとの名前を考えていったらどうですか。	 	 	  
もう一つは、素人的な考えですが、ここに何百人の兵士が居て、その人

達はどんな暮らしをしていたのか。軍事拠点ですから戦争の時もあります

が、毎日しているわけじゃないですから彼らの暮らしがあったと思います。

南の方に水田があったであろうと言ってましたけれども、兵糧みたいな一

日の食生活を送る食料は一体どう確保していたのか。農民から取り上げた

のか。10年位前に樺太に行きましたが、ロシアの兵隊さんがじゃがいもを
作っていまして、古代なら恐らくそうしたこともあったのかなと想像しま

す。私の興味ではありますが、先生方の知識を教えていただきたいです。	  
それから土地利用上で言いますと鴻の池の話とかがありますが、これだ

けの土地を人が利用する場合、今風に言うと洪水調整池が必要なわけで、

それが後で園池に転用されることは当然考えられると思います。計画では

湿地という形で復元してますね。今は野鳥の生息のためにという環境の時

代ですから、それは一定の評価を受けるので反対ではありません。けれど

も、古代の生活を連想させる時に今時のビオトープという発想はたぶん彼

らにはなかったんじゃないかと思うので、どういう扱いで整備したり、表

示したりするのかですね。湿地の形状がどういう意味を持った空間だった
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のか。水のある空間は大体は園遊空間のはずなんです。私達も懇親会をし

ましたけども、そういう場が古代人だって必要だったはずで、ある程度の

数が集まればレクリエーション空間があったはずです。私が申し上げたの

は二、三の例ですが、衣食住、その中にはレクリエーションもあったはず。 
それから土地の保全上はエネルギーをとる。里山であれば、燃料がいり

ますから。それは何処で調達したのかということもあるでしょう。いまま

で言ったとおり、生活の中で必要な食料とかがどう供給されたかを考える

と、今までの史跡を見た場合、そこには兵隊さんがどこにも居なかったよ

うな施設整備が多いですね。建物と礎石だけ並べてね。専門家のための空

間ではなくて史跡として国民に開放されるためには、日本の歴史に対して

深い関心を呼び起こす立場から言えば、そのくらい立体的じゃないと困る

と思います。そういう意味で当時のライフスタイルとか、それに伴う土地

利用とは基本的にどういうものか。そして、それが名前などでどう表現が

されているかという辺りを、全体として示していただければと思います。	  
長くなりますが、もう一つ申し上げたいのは多賀城市との関係だと思い

ます。所長の説明では分担するとありましたが、それは整備までの分担か、

後のメンテナンスから更にマネージメントまでの体制かというのは大きな

問題になると思います。例えば、史跡のガイドの要請があればかなり基礎

自治体が頑張らないと。住民との関係とか。それから来客がきた時に歴史

の町だなと感じるには、町そのものがそれを誇りに思って他からくる人達

にアピールする。それには多賀城市の教育の中で子供の頃から多賀城とい

うプライドを知識として学ばせながら、市民は多賀城の昔の話に通じてい

て、それが町のあちこちで表れてくる状況を目指すべきだと思います。 
そう考えると、当面やる整備の話は先の見通しをソフトウェアの面でも

やっておいた方がいいと思います。このレポートを拝見しますと、史跡か

ら始まって徐々に外の配列になっているんですね。現状で作っている計画

書ですから良いとは思いますが、その逆のベクトルの整備もするべきだと

思います。つまり、多賀城市全体の中でここの位置がこうだと。多賀城市

の将来計画の中でそれがどういう位置付けになると。そうすると両方の意

味で重なって大勢の人を受け入れてアピール出来る。そういう観点を、市

の分担かもしれないんですがあまり分けて言わないで、一体で考えた方が

良いのではないかと私は思います。 
それと細かいことで申し訳ないですが、もう一つだけ先生方に教えてい

ただきたい。先程の築地の話で、この表示が奈良時代の築地で、その後セ

ットバックされて平安時代の築地ができたと。表示は分かりますが、たと

えば築地の復元が既に計画にありましたね。立体的に立ち上がるとなると、
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両方がある時代は基本的にはないわけでしょう。 
	 

山 田	 所 長：そうですね。	 
	 

進 士	 委 員：それはどっちでやるのですか。いろいろ時代が重なるのが歴史というもの
ですから、ちゃんと伝わるようにと思います。復元する建物、南門も部分部

分で時代設定をして南門はこの時代のもので築地は前の時代のものとなると、

立体的なものですから、一方は幻で実は無かったということになりかねませ

ん。立ち上がる所は一番最盛期というか一番整った時でやるのか、あるいは

歴史的資料が完全に復元できる時代でやるのか。そういうことはある程度設

定して、それ以外は平面上の表示でやって、後は利用者がイメージで頭の中

で復元すればいい。子供達は立ち上がったもので見ますから、そこをどうす

るのかということです。その違いを例えばペーブメントとか、いろんな舗装

や先程小野先生がお話されていたサインも大事ですし、平たく言うと地味な

色でやっている全体の地ものと、かなり図になる色で整備する二つの使い分

けを選ぶことで史跡が立体的に見える部分は図になって、それ以外は地にな

る彩色にしたらどうですか。有彩色ではっきりイメージさせたい部分とそれ

以外の部分とは明らかに違うとハッキリさせないと。プロの皆さんは知識が

あるから読み取りますが、一般の市民はそうはいきませんので、立体的な構

造も考えながら更に詰めていただけるとありがたいと思います。 
	 

須 藤 委員長：ありがとうございます。重要なご指摘でした。では、山田所長からどうぞ。 
 
山 田	 所 長：まず、最初に地区名につきましては、確かに政庁と南門はその名前で呼ん

できていますが、他の所は基本的に字名を使ってきており、混在させてしま

っています。調査の時はそれでよいかもしれませんが、これから大きく全体

の表示を考えていくときには、名前の付け方は再検討したいと思います。	 

それから、鴻の池地区の話ですが、古代においても調整池だったと思いま

す。この大路の下に暗渠を作って、水を鴻の池に流し込んでおりまして、多

賀城が造られて以降、凄い勢いで堆積が進んでいます。どんどん埋まってい

く状態で、ある程度のところで止まりますが、平安時代になると低くなって

ほぼ平らな状態になっています。恐らく、周辺の木々が切られてしまって裸

の土地になって、水とともに土砂がどんどん流れ込んだんじゃないかと考え

ております。ここはある意味現代的な調整池という考え方もしなければいけ

ないと思います。そうしますと水を外に抜かないといけないわけですが、田

んぼを営んでいる所もありますので中々難しい部分があろうかと思います。
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ただ、ここは堆積物が厚いだけに大雨が降っても溜まることがほとんど無い

んです。ほとんど染みこんでしまって、歩くと足が付く所は沈んで水が溜ま

りますが、歩けないことは無い状態になっています。今のままでもここが水

を含んでくれるのかと思っております。	 

	 

小	 野	 委	 員：委員長、ちょっとよろしいでしょうか。時間に限りもありますし、事務局

が一つ一つ説明をしていると時間が無くなってしまうと思います。先生方

もいろいろあるかと思いますので、質問等は事務局で理解していただいて、

後で対処をしていただく形の方がよろしいかと思います。 
	 

須 藤 委員長：はい。その前に一つ申し上げますが、全体の整備の基本的な時期分けの問
題で、遺構の時期をどう決めるかということは S地区で新しく見つかったⅠ
期の施設をどういう風に表示するか。東門の近くでもⅠ期の東門をどうする

か。その辺は S地区を整備する段階で要求されることです。Ⅰ期、Ⅱ期とⅢ、
Ⅳ期をどう表示していくか、基本的なことは決めていかないといけないと思

います。それだけはよろしくお願いします。そのほかございますか。 
	 

小	 野	 委	 員：よろしいですか。	 

	 

須 藤 委員長：はい、お願いします。 
 
小	 野	 委	 員：進士先生のお話にもありましたが、遺構表示で遺跡を見せるのはできても

歴史を見せるのは極めて難しいです。その意味で先程私が言いましたサイ

ンは重要な意味を持つ。今はスマホで情報とかが得られますが、私みたい

なデジタル難民は使えないので、サインの重要性はとても大きいと思いま

す。私達の平城宮跡では 20 年位前に作ったサイン計画の中で、ここが奈良

時代にどんな状況だったかということをイラストで表現して説明板に入れ

るようなやり方をしています。意外と有効だと思います。また、欧米でい

くつか遺跡を見ておりますとイギリス、イングリッシュヘリテージはその

方法をとっています。フランス、イタリアはそうでもない。イタリアは本

物を見ろということだと思いますがね。ですから、サインの計画にぜひ復

元イラストを入れてもらいたい。歴史の研究に対する寄与が大きいと思い

ます。これが一点。	 

それからもう一点が排水の問題です。地形復元に関して排水の問題が出

てきます。それについて整備計画の中でもう少しきっちり整理しておく方

が良いと思います。調整池としての鴻の池の話がありましたが、進士先生
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のご指摘にもありましたようにかつては園地、庭園の池だった可能性もあ

るんですね。そういった観点での復元的な研究もぜひ進めていただきたい

と思います。平城宮跡でも佐紀池という池がございます。調整池的な機能

を持っていたと思いますが、奈良時代に園池として利用されていたようだ

と。鴻の池もそうした可能性もあるかと私は思います。	 

それから樹林地です。多賀城内は現状で樹林地が多いと思いますが、そ

の管理についての言及が少ない。それをどういう風にしていくのかはかな

り大きな問題です。放っておけば良いという話でもないし、樹林地の管理

もお金がかかると思いますから、しっかり計画を立てていくのが必要と思

います。整備計画の中で重要なのは経費とスケジュールの問題です。この

計画では特に経費について確実なことは言えないということでペンディン

グにしている部分がほとんどですが、整備計画というのは作るのが目的で

はなくて手段です。ある程度の裏付けとなる経費、あるいはスケジュール

は必須だと思います。管理計画を作るのが目的ではないという意識でやっ

ていただきたいと思います。いろいろありますが、一応はこれだけです。	 

	 

須 藤 委員長：はい、ありがとうございました。他にありませんか。 
 
熊 谷	 委 員：全体的な感想を含めた話になりますが、先程のお話にもありましたように

多賀城の全体イメージをこの整備計画でどのように提示するかというこ

とが大事だと思います。多賀城は城ですから軍事基地の側面がありますが、

行政の中心でもあった。大雑把に言いますと、その両面をバランス良く掲

示することが重要かと思います。全体の印象ですが、この整備計画では軍

事拠点というより行政の中心、官衙です。今までの発掘調査の進展具合と

当然関連があると思いますが、官衙という表示はいろんな形でされている

と思いますが、先程兵士が話題になったように軍事拠点であるのも確かで

す。その両面をできるだけわかりやすく、バランス良く表示するのが大切

だと思います。もう少し具体的に話しますと、基地拠点という意味では外

郭施設の表示が全体的に足りない印象を持ちました。外郭南門の両脇には

築地を復元するという話でしたが、復元はその箇所だけでしょうか。 
 
山 田	 所 長：はい、そうです。 
 
熊 谷	 委 員：後は遺構表示ということですよね。西辺地区に関しても将来的に遺構表示

ということでしょうか。 
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山 田	 所 長：具体的には考えておりませんが、恐らく復元は難しいと考えております。 
 
熊 谷	 委 員：それも今回のことではなくて将来的にということですよね。 
 
山 田	 所 長：はい。	 
	 

熊 谷	 委 員：そうなると。東北の城柵の重要な属性は閉鎖空間であることだと思います。
例えば、時々一般の方に聞かれることがありますが、現地に行った時に多

賀城は「これでお城なんですか」と聞かれたこともあります。近世城郭だ

と石垣や堀とかが残っていれば、これはお城だ、と分かるわけですよね。

ところが、古代の城柵は閉鎖空間とはいっても目立つ構築物ではなくて、

築地塀、あるいは材木塀といったものでした。でも、閉鎖はされていたわ

けです。ですので、軍事拠点でもあることをわかりやすく伝えるためには、

多賀城は古代の城柵ですから外郭施設で全体を取り囲まれていると伝え

ることです。現物を復元するのは限界があると思いますが、先程からお話

されていますイラストとか説明板とかの手段を用いてそちらのウエイト

をもう少し考えていただきたいという感想を持ちました。 
 
須 藤 委員長：ありがとうございました。 
 
松 村	 委 員：よろしいですか。 
 
須 藤 委員長：はい、お願いいたします。 
 
松 村	 委 員：今のに関連してですが、実務官衙を中心にした国府を随分強調していて、

実際に発掘をして出てくるのも官衙的な遺構が多いわけですから、それを

中心に整備をしていこうということだと思います。ただ、多賀城の周辺に

は山王遺跡という都市の空間も付いているということをどこかで説明し

ていかないと。他の城柵と同じイメージを持たれてもそれとはちょっと異

なるということ、条坊をもつ外部が周辺に取り付くんだということ、そし

てその中の施設であることを丁寧に説明していくことが必要です。史跡内

だけの説明に終止しているので全体像がつかめない感じがします。 
それからゾーニングですが、区域のゾーニングはどこでも悩むんです。

ですが、どこかで思い切って区割りをして東北官衙、東北ブロック、南西

ブロックとか、ブロック分けをしないと、作貫、大畑と言っても一般の人

は分からないわけですから、政庁中心の位置関係で区割りをきっちりやっ
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て、そういう形で整備していくのが良いかと思います。それは藤原宮の調

査で悩んで思い切ってブロックをあてて区割りした経緯がありますから、

そうしたことを参考にしてゾーニングしていくのが良いかと思います。長

くなりますが、もう一点。いま復元しようとしている導入拠点から政庁ま

での南北の距離はどれくらいあるのですか。 
 
山 田	 所 長：380m です。	 
 
松 村	 委 員：それって一般の人は歩かないと思うんですよね。坂ですよね。階段もあっ

て。平城でも朱雀門から第 1次大極殿まで歩かすのが原則ですが、高齢の
方は歩けないですよ。ですから、構想として政庁まで見学していただくプ

ランニングは良いと思いますが、現実はなかなか難しいことを考えて、政

庁は政庁、南門は南門として、その間は歩く人が居ないことも想定して、

もう少し利便性を考えるといいと思います。勝手に駐車場を作ったら佐藤

さんに怒られるかもしれませんが、配慮していった方が良いかと思います。 
 
須 藤 委員長：はい、他にございませんか。 
 
飯 淵	 委 員：では、一つだけ。私、女子大学で多賀城の話をする事がありますが、知っ

ているかと聞いてもほとんど知らないんです。たぶん一般市民、県民もそ

れほど古代の重要な施設がここにあったとは知らないと思います。その辺

のアピールを何とかやっていただきたい。5、60人の学生のうち 2人くら
いしか知らない。多賀城という所に行った事がないという話で、ここにこ

ういった施設があったのをほとんど知らないんです。その辺、うまく広報

できないかと思っています。 
 
佐藤副委員長：進士先生が仰ったように多賀城の史跡を何のために整備するのかというと、

史跡の指定基準がそうであるように、わが国の歴史を正しく理解するため

に整備すると思うんですね。ですから、整備や展示を見て古代の多賀城の

様子がわかって、日本は古代にこういうことをしていたということ、その

実態は熊谷さんからもお話がありましたが国府であり、城柵であるという

ことだと思います。	 

もう一つ私が伝えて頂きたいのは、蝦夷や北方の世界との交流の拠点だ

ったことです。国司はもちろん都から来るので、都の貴族がこの地に来て

蝦夷の人々と交流があり、更に北方民族との交流もあったというように、

多賀城は日本列島の東北部における交流の大きな拠点で、文化庁の佐藤さ
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んが仰ったように東北の中心拠点だったということです。また、東国から

は鎮兵や兵士がたくさん来て、その兵糧も東国の負担で多賀城に運びこま

れているわけです。それを収めるには倉庫もあったとか、そういう話にな

ると思いますが、そうしたことが理解できるようになると良いと思います。

なので、交流というのも入れて頂けるとありがたいと思います。	 

それから基本計画の次かもしれませんが、もう少しソフトな整備につい

て豊かな世界を入れていただきたいです。例えば大畑地区に体験学習場と

いうのがありますが、体験学習とはどういうことをするのか。韓国で山城

の跡に行くと、弓矢とかが何種類もいろいろ置いていますが、そういった

ことも含めて。それから、私は蝦夷の人達が来たら政庁で必ず宴会、饗宴

をしていると思いますし、国司の饗宴もしていると思います。ですから、

そういう儀式を復元した方が良いのかなと。平城宮でも 1300 年の時に南

門を復元したら、そこで衛兵交替式をやるというのがあったと思います。

実際に出土しているので仏教的な万燈会もしているかもしれませんし、も

う少しソフトな所も掘り込んでいただけるとありがたいと思います。	 

それと小野さんが言われたようにサインですね。色々な方法で。その地

区に行ったら、そこの説明のリーフレットが貰えるとか。もちろん説明板

でもいいのですが、それを集めて周るというのがあっても良いと思います。	 

それから南門前の広場ですが、先程の調査の説明で平坦な広場があると

分かったので、そこは広場にと思います。平城宮でも朱雀門前は広場で

色々な儀式をしていますので、外郭南門前がそうした儀式の場だったと思

うのです。平地から少し高いと思いますが、そこで南門の説明をするのも

良いと思います。基本計画では南の県道沿いに広場があって、そこで説明

を考えているようですが、ちょっと遠いかなと思います。できれば誘導し

て南門前で説明して、その後、壷の碑を見てもらってⅠ期の南門、城前地

区を展望しながら階段を上っていく。いろんな楽しみを散りばめておけば

300m 歩いて貰えないかとか、そんなことも考えていただけないかと思いま

した。	 

あとは、こうしたガイダンスについては県と市が共同でやっていただけ

るとありがたいと思います。県がここまで、市がここまでという風にハー

ドな整備はそれで良いと思いますが、ソフトな所は一緒にやっていただき

たいと思います。最後に 1300 年の時には是非南門ができて、政庁‐南門

間の整備ができるだけでなく、こちらの東北歴史博物館でも多賀城展をす

るとか、首都圏でもやっていただきたいと思います。20 周年の時にしてい

ますので、それを通して多賀城でどういうことが行われていたのかを具体

的に知って貰うことをやっていただきたいです。	 



 

13 

	 

須 藤 委員長：ありがとうございました。 
 
櫻 井	 委 員：よろしいですか。私から一点だけお願いのようなものですが、先程小野先

生から話しが出ておりますサインやガイダンス施設、いわゆる付属屋のデ

ザインについて慎重に決定していただきたいというお願いです。もちろん

遺構がメインになるわけですが、来た人の印象は上についている付属屋で

ほとんど決まってしまう所がありますので、そのデザインを質の高い物に

する、ここに相応しいものにするためにご尽力いただきたいと思います。 
立ち入った話になるかもしれませんが、具体的に南の整備が多賀城市さ

んで北が県となりますと、発注の形態としてそれぞれ入札で設計業者を決

めるのが通例だと思います。いま日本学術会議でも話題になっていますが、

デザインの善し悪しを入札で決めるのは非常に問題があるということに

なっていて、お金がかからない方が良いという訳ではなくて、デザインに

関しては良い物であることが重要になってきます。ですから、その選定に

ついては、例えば多賀城市と県が一緒になってデザインのガイドラインの

ようなものを作っておく。サインも単純にそこに何が書かれているかだけ

ではなくて、ポールの形とか色、文字のフォントが印象に影響を与えます。

そういった所をどういう風にしていくか、ガイドラインを作っておくのが

必要と思います。それともう一つは、ガイドラインだけではデザインの質

を決定できないので、必ずデザインの善し悪しが分かる人に見てもらうこ

と。審査する時にその知識がある人を入れていただいて、統一的に質の高

いデザインの上屋、あるいはサインを作っていただきたいと思います。分

担というのは当然発生するわけで、お金の出所は別々になるのですけども、

それぞれが勝手にすると、こっちは茶色なのにあちらはオレンジだという

ことになってしまいます。これまでのお話を伺っていますと、非常に緊密

な連携を持たれている印象を受けましたので、それを一層進めていただき

たいと思います。よろしくお願いします。 
 
須 藤 委員長：ありがとうございました。 
 
鈴 木	 委 員：よろしいでしょうか。 
 
須 藤 委員長：はい、お願いいたします。 
 
鈴 木	 委 員：第 3章の遺跡の概要の所で最後に花粉分析による植生復元ということで大
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胆にまとめていただいていますが、この辺はまだ十分中身を理解していな

い所がありますので、改めて意見を出させていただきたいと思います。皆

さんから出ています鴻の池のことですが、実は二年前の発掘調査で花粉分

析をやりまして、多賀城が始まる直前までの自然環境が残っている状態と、

多賀城が始まってもの凄い撹乱を受けた状態での分析結果は出ましたが、

鴻の池自体がどういう変遷を辿ったかということは分かりませんでした。

昨年、発掘調査にあわせてボーリング調査をしました。以前、安田さんが

あやめ園の花粉分析をしておりますので、鴻の池と比較しながら鴻の池が

どういう存在だったか、園池であったのか、単なる湿地だったのかをみて

いますが、年代測定と珪藻分析ができていない状況です。もう少しお時間

をいただきたいと思います。基本計画に間に合わせたいのですが、できた

ら是非反映させた形にして欲しいです。 
それから多賀城の外郭内の植生に関して、現在は生活ゾーンもあります

ので一辺倒にはいかないですが、一番景観として違和感を持たれているの

が杉です。これも将来的にはできるだけ減らしていく方向を提案して書い

ていただいていますが、それでも核心地域のすぐそばが鬱蒼とした杉林と

いうのはちょっと問題があると思いますので、それを含めた整備をしてい

ただきたい。重点を置いて、古代の多賀城のイメージに近いものになる努

力をした方が良いと思います。これは植生の立場として申し上げます。	  
他に私が気にしているのは、南門を復元するのは非常に良いことですが、

あそこに丘を削った駐車場とトイレがありますよね。それをどうするのか、

ということがこの計画には何も書いてありません。そういったことを明確

にして、現状の施設がどうなるのかというイメージも足した方がより具体

的な計画になると思います。私の提案では、駐車場とトイレを無くして丘

の斜面を当時の面に盛り土をし、直していくのが一番良いのではと思いま

す。そうしたことを他の場所でも考えていただければと思います。 
 
須 藤 委員長：ありがとうございました。 
 
進 士	 委 員：一言よろしいでしょうか。先程言い忘れたことで、これは研究して欲しい

のですが、この政庁裏の連絡拠点を少し考えて欲しいです。つまり、大寺

院で本堂の脇に駐車場を作って、参道を歩かないのですよ。政庁に先生方

が仰ったステータス、存在感を感じるには政庁‐南北間は歩いていただか

ないと。スロープくらいは別に用意しないといけないかもしれませんが、

正面性とスケール感は譲れないと思います。サービスヤードで運営上では

仕方ないかもしれませんが、駐車場を作って拠点にしてしまうのは私自身
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はちょっと異論があります。考えていただいた方が良いと思います。全体

のスケールが見えるポイントは高台のレベルを考えて、どこから見せるか

というのはあって良いと思います。実際に道を歩く人ではなくて、全体を

眺望できる地点があるのも一つの手だと思いますが、いずれにしても政庁

の真後ろに入るというのは少し考えていただきたいです。 
 
小 野	 委 員：私も一つよろしいでしょうか。名勝「奥の細道の風景地	 壷の碑」がある

ということで盛土を最小限に抑える配慮が記載されていますが、名勝指定

されている範囲は景観が大きな要素です。景観が大きな意味を持つと思い

ますので配慮の上にも配慮を重ねていただいて、名勝の価値を整備が毀損

することのないように十分配慮していただきたいと思います。 
 
須 藤 委員長：はい、ありがとうございました。他にございませんか。この件はまとめる

のに時間もかかると思いますし、その間に委員の先生方からご指導もある

かと思います。事務局の方でよろしくお願いします。 
 
佐 藤 調査官：よろしいでしょうか。冒頭で吉田次長さんが昭和 45 年にこの委員会が始

まったとお話されましたが、昭和 45年といいますと、あと 5年で 50年に
なると思います。この計画は非常に長くかかるので、佐藤先生から東京シ

ンポジウムみたいなのお話もありましたが、そうしたものを 3年、5年と
いった単位で打っていくのがいいと思います。飯淵先生が心配されるよう

に 50 人の学生のうち 2 人しか知らなかったというのは、日本国民の恥と
いいますか…。ですから、是非、50周年という記念の日を大切にしていた
だきたい。私も冒頭の挨拶でそうお話させていただきました。私も記念物

課ですので、そういった記念というのを大切にしております。以上です。 
 
須 藤 委員長：はい。他にありませんか。無ければ次の（４）のその他にうつります。 
 
（４）その他 

（以下，多賀城市千葉孝弥課長補佐が南門復元検討会議の経過について説明） 

 
須 藤 委員長：ありがとうございました。 
 
鈴 木	 委 員：ちょっとよろしいでしょうか。第 4回の復元検討会議で古代における建築

部材の樹種について話をされたということですが、どういう樹種がどう使

われていたかというまとまった資料はあるのでしょうか。 
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千葉課長補佐：当日の資料は持ってきていませんが、南門の復元にあたってどのような樹

種を使うかという点で、これまで東北地方の主に官衙遺跡などで発見され

ている柱材を集めて、全体の傾向をまとめさせていただいております。 
 
鈴 木	 委 員：そういう経過をまとめた資料をお作りになっているということですか。 
 
千葉課長補佐：はい。 
 
鈴 木	 委 員：できたら是非見せていただきたいです。去年の研究所の発掘では材木塀が

出ました。その下には木を削ったハツリ材が土手を固めるために埋め込ま

れていましたが、それが層の違いで上下に分かれていて、それぞれから 100
点ずつ樹種を同定したら、下はほとんどモミ材で、上はモミ材もあるけど

もスギ材という状況でした。私は最初見た時に時間の変遷があるのではと

思いましたが、遺構としては同時に作られたということで考えますと、木

材の加工現場で出たハツリ材が違う所から運ばれてきている。つまり、モ

ミ材とスギ材を加工する場所が違うということで、施設を作る時に対象と

する建物で変えているのではないかという所まで考えがきています。まだ

年代の測定中で結果は出ていませんが、南門にどういう柱材を使って復元

するかということともに一つのデータになると思います。そうした視点も

多賀城市さんには是非考えていただきたいです。 
 
須 藤 委員長：ありがとうございました。他にございませんか。 
 
進 士	 委 員：記念事業の開催で盛り上がるのはその通りだと思います。ですが、記念の

時だけじゃ駄目です。それまでのプロセスでやらないと。今から 10 年先
の完成と東北の復興祈念、東北の歴史がいかに深かったかということを全

国に発信する復興プランのようなものを意識して、歴史都市として多賀城

が主体的にやるべきだと思います。その体制としては今から市民の間で多

賀城についての学習会をやるべきだと思います。そうしたことをしながら

現地に足を運んで貰って、それに研究所が知識を与えれば良いわけです。

それは基礎自治体の大きな役割だと思います。是非よろしくお願いします。 
 
須 藤 委員長：はい、ありがとうございます。他にございませんか。無ければこれで議事

を終了させていただきます。ありがとうございました。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
６，報告事項 
 
桂 島	 部 長：委員の先生方、長い時間にわたりご審議、ご指導ありがとうございました。

須藤委員長、佐藤副委員長には議事の進行、大変ありがとうございます。

傍聴人の方におかれましては、ここで終了となります。熱心な傍聴ありが

とうございました。続きまして、6 の報告事項に入らせていただきます。
多賀城市教育委員会から（１）用地買収経過及び維持管理事業について報

告がありますのでよろしくお願いします。 

 

（以下，多賀城市 千葉課長補佐が資料に基づき説明） 

 

桂 島	 部 長：ただいまの報告について委員の先生方からご質問、ご意見はございますか。 
 
松 村	 委 員：よろしいですか。土地の買い上げですが、地元では売りたいという希望が

多いのですか。順番待ちをしてもらっている状況ですか。 
 
千葉課長補佐：ここ、二、三年は買い取って欲しい方がたくさんいらっしゃいまして、順

番でということで対応しております。その中には積極的に買収を進めたい

と思っているＳ重点地区と重複する場所もあるのですが、基本的には申し

出に沿って受け付けている状況です。 
 
松 村	 委 員：調整は大変ですよね。はい、分かりました。 
 
桂 島	 部 長：他にございませんか。それではこれを持ちまして報告を終了させていただ

きます。 
 
７，閉会挨拶	 	 （宮城県多賀城跡調査研究所	 山田所長） 
 
８，閉会	 	 	 	 （宮城県多賀城跡調査研究所	 桂島部長） 
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９，現地視察における質疑応答 
（１） 平成 26 年度事業経過 

１）多賀城跡発掘調査事業（第 87 次調査） 

 

（以下，三好秀樹主任研究員が外郭南門地区で資料に基づき説明） 
 
佐藤副委員長：掘込地業は、地山を削り込んで土を版築しているのですか。 
 
	 三	 好 （秀）：そうです。断ち割った断面をみると、版築の単位が縞状になっています。 

 
飯	 淵	 委	 員：第Ⅱ期の火災後の片付けを行った土壙１からⅠ期の瓦も出土しているの

 ですか。 
 
	 三	 好 （秀）：出土しています。Ⅰ期の瓦は良質で、Ⅱ期以降に再利用されているものが

多くみられます。この場所に限らず、他の地区でも認められます。 
 
佐藤副委員長：掘込地業２（資料の紫色の部分）は、なぜ中央が凸形に張り出しているの

ですか。 
 
三	 好 （秀）：掘込地業１（青色）を行った時に中央部を凹形に掘り残していて、掘込地

業２の段階でこの部分を含めて掘り下げ、基礎地業をしているからです。

地業 1 の際になぜ中央部を凹形に掘り残したのかということについては、
構築の過程で門よりも先に築地塀を造っていたからではないかとみていま

す。つまり、築地塀がある程度できていたので、この部分を避けて掘込地

業をしたというわけです。ですが、同じような掘込地業の類例を探しまし

たが、ほとんどありませんでした。ただ、1 つ気になったのは平城宮の壬
生門で、２時期目の門を造る際に同様の掘込地業をしています。前段階の

築地部分を残して掘込地業を行った結果と考えられているようです。 
その後、南門の構築段階に至って、規模の拡大や築地塀の取り付きの位

置を修正することになり、手を加えやすかった西側に掘込地業２が追加さ

れたのではないかと考えています。遺構の現況からみて、この解釈を検証

するのは非常に難しいと思いますが、他の可能性も検討しながらできるだ

け詰めていきたいと考えています。 
 
佐藤副委員長：掘込地業１の中央で南北に延びる溝状になっている部分でも埋土は版築さ

れていますか。	 
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三	 好 （秀）：はい。両側の掘込部分ほど縞模様はハッキリしませんが、埋土の特徴は共
通していて、数枚に分けられるので版築されていたと考えています。 

 
鈴	 木	 委	 員：ここの地山ならそのままでも十分に強固な地盤だと思いますが、掘込地業

を行うことでさらに硬くなったと…。 
 
三	 好 （秀）：個人的には軟らかくなってしまったのではないかと思うのですが、掘込地

業は行われています。地山（岩盤）を削り出して、基壇の積土を載せるだ

けで十分だと思うのですが、理由はハッキリしません。 
 
松	 村	 委	 員：主要な門ではやはり、掘込地業をしなきゃいけないと…。	 

 
三	 好 （秀）：それもあるかと思います。 
 
松	 村	 委	 員：築地塀は何時期かに分けられるのですか。 
 
三	 好 （秀）：はい。礫がたくさん入る層の下までが第Ⅱ期の築地塀で、そこから上はⅢ

期に修築された築地塀とみています。分ける根拠は、両者の間層として崩

壊土がみられることです。断面では、第Ⅱ期本体の端部を覆う崩壊土があ

って、その上に嵩上げ整地をしてⅢ期の本体を積んでいる状況が見て取れ

ます。また、断面の南上端部に全く違う積土が認められますが、これは第

Ⅳ期の修築と考えています。この部分を見ていただけると分かりますが、

この時の修築には平瓦を面的に敷き詰めた上に土を積む特徴があります。

同様の状況は南門の西側でも確認されています。この場所の築地塀には、

大きく３時期の変遷があるというわけです。 
 
飯	 淵	 委	 員：いま検出している築地塀の上面はいつの時期のものですか。	 

	 

三	 好 （秀）：築地塀が良好に残っている南門東側では、基本的にⅢ期です。南東隅には
若干Ⅳ期の積土が残っています。 

 
飯	 淵	 委	 員：築地塀の添柱は外してしまうのですか。 
 
三	 好 （秀）：この柱穴が添柱穴だとすれば、添柱は築地塀を版築する際に堰板を押さえ

る作業用の柱ですし、抜き取られているので、築地塀を築成した後に外さ
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れたと考えられます。ただ、柱穴は最下層の基礎整地上面から掘り込まれ

ていますが、抜取穴の掘り込み面は柱穴がほぼ完掘されていて、周辺の整

地層も下層まで掘り下げられているのではっきりしません。ですが、この

柱穴を添柱穴とみた場合、最初の整地面で添柱を設置し、築地塀の基礎と

なる部分を版築した後に両脇を整地し直して寄柱礎石を据える。その上に

寄柱を立てたうえで外側に堰板を据えて添柱で押さえ、寄柱を埋め込みな

がら版築を進めたと考えられます。そう捉えれば、柱穴と寄柱礎石の関係

を時期差ではなく、１時期の築地塀に伴う添柱穴と寄柱礎石と理解するこ

とも可能で、築地塀の状況を踏まえてもすんなり理解できるのではないか

と考えています。 
 
松	 村	 委	 員：添柱穴とみられる柱穴の柱は全部抜かれているのですか。	 

	 

三	 好 （秀）：全部抜かれています。 
 
熊	 谷	 委	 員：ところで、南門は焼けているのですか。	 

	 

三	 好 （秀）：はい、焼けていると考えています。門の東脇の南に残るベルトをみると、
焼けた後の整地層がみられます。黒色土を挟んで上下に黄色土がある部分

を火災後の嵩上げ整地とみていまして、黒色土中には多量の瓦と炭・焼土

が含まれています。それは過去の調査で焼土層としていたもので、含まれ

る瓦もⅠ期とⅡ期の瓦に限られます。この層が一番下ではなく、黄色土を

挟んであるのは、火災後に周辺が片付けられたためではないかと考えてい

ます。火災に遭った時の面を明確に捉えられないのもそのためだと思われ

ますが、削り出された地山面の窪みに炭・焼土層が残っていること、第 48
次調査でこの地山面の上に薄く堆積した層の上面が焼けて赤くなっていた

ことが確認されていることなどからすると、削り出された面が使われてい

る時期に火災に遭ったと考えられ、その時期は黒色土に含まれる瓦の特徴

も踏まえて第Ⅱ期ということになります。なお、黒色土と黄色土をセット

とする整地層は他の地点でも確認されますが、焼土や炭、瓦を多量に含む

状況は門の周辺に限られています。 
 
熊	 谷	 委	 員：Ⅱ期の築地塀にはⅠ期とⅡ期の瓦を葺いていたということですか。	 

	 

三	 好 （秀）：はい。そう考えていますが、主体はⅡ期の瓦です。 
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松	 村	 委	 員：こちらにある溝 4は雨落ち溝ですか。	 

	 

三	 好 （秀）：はい、L 字状の溝で、雨落ち溝で場所は悪くないと思いますが、第Ⅱ期に
はその北側に犬走りがありません。溝の東西に延びる部分は築地塀に沿っ

ていて、南北に延びる部分はほぼ中軸線の方向に合っています。ある程度

この削り出し面を意識した排水溝という考え方はできると思っています。

ただ、残っているベルト部分をみると、堆積土の最下層には瓦が多く入っ

ていますが、焼土や炭はほとんど含まれていません。したがって、焼けた

のは門の近くだけかもしれません。 
 
松	 村	 委	 員：門だけ焼けて、あまり築地塀は焼けなかった。	 

	 

佐藤副委員長：焼きようがないですからね。門には火を付けたけど、築地塀には火を付け

なかった。	 

 
佐藤副委員長：この南門の東側にある２個の柱穴は、築地塀と門を接続する柱穴というわ

けにはいきませんか。これは第Ⅱ期の南門の一番東端の真ん中の柱ですよ

ね。そこに築地塀と門を接続する木製の閉塞施設があったとは考えられま

せんか。	 

	 

松	 村	 委	 員：でも、柱が抜かれているし、焼土も入っていない。併存しないのでは。	 

	 

佐藤副委員長：あぁ、そうでした。	 

 
三	 好 （秀）：しかも２個の柱穴の位置関係をみると、西側の柱穴は推定される基壇の上

で、東側の柱穴は下にきます。どちらも基壇の上、または下にあるのなら

考えやすいのですが…。 
 
佐藤副委員長：東側の柱穴の方が低い位置にあるわけですね。 
 
三	 好 （秀）：柱穴の掘り込み面がはっきりしないので、そうとは言えません。基壇が存

在すると仮定した場合の話です。なお、西側の柱穴は掘込地業１を切って

いて、柱穴双方の底面の標高は大体同じです。また、２個の柱穴の間では、

地山面の直上に薄い整地層が載っていて、その上に自然堆積層がみられま

す。この間が一時期開いていたということも考えられます。 
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佐藤副委員長：脇門があったというのはどうですか。あ、基壇の上と下だから駄目か。こ

こは高いですよね。通れるようになっていたとか。	 

	 

三	 好 （秀）：そうですね。だとすると、南門と同じ時期ではなく完成する前の段階で、
工事用の通路か何かがあっても悪くないと思いますが、この柱穴部分の解

釈については結論がなかなか出ない状況です。こうした門脇の施設につい

て何か情報がありましたら、ご教示頂ければ幸いです。	 

 
（以下，坂下地区に移動し、三好秀樹主任研究員が資料に基づき説明） 

 
佐藤副委員長：この地区は、レベル的に昨年の調査で材木塀が見つかった面まで下げてい

るのですか。	 

	 

三	 好 （秀）：現在掘り下げている場所は推定される材木塀と盛土遺構の延びの南側にあ
たります。同様に南側の当時の地表面で比べると、現在の掘り下げ面から

さらに 1.5m程下がります。 
 
佐藤副委員長：まだ、下がるのですか。	 

	 

三	 好 （秀）：はい。現在検出している地山面の傾斜でずっと西側へ下がっていくとすれ
ば、大体いい高さかなと思います。	 

 
２）多賀城跡環境整備事業（平成 26 年度事業と第 9 次 5 カ年計画のまとめ） 

 

（以下，政庁地区北殿跡で三好壮明主任研究員が資料に基づき説明） 
 
松	 村	 委	 員：中央にあった二つの石碑はどこに移したのですか。 
 
三	 好 （壮）：政庁の外、あちらの北西に見える多賀城神社内に移設しました。 
 
 
（２） 平成 27 年度事業計画 

２）多賀城跡環境整備事業（第 10 次 5 カ年計画と平成 27 年度事業） 

 

（政庁‐南門間道路を政庁に登りつつ三好壮明主任研究員が資料に 

基づき、道路の復元、解説版の修理、政庁南面地区の整備などを説明） 
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進	 士	 委	 員：道路復元にあたって、そんなに厚く盛土する必要があるのですか。 
 
三	 好 （壮）：東側の城前地区に残る東側溝跡を保護しつつ、そのレベルに合わせて幅員

13m の道路を復元するには、以前に宅地や耕作地として大きく削られてい

る西側の鴻の池地区側にかなり盛土をする必要があります。 
 
小	 野	 委	 員：こんな短期間に解説板の印刷面に損傷が生じるものですか。 
 
三	 好 （壮）：平成 17 年度に城内の各所に特殊印刷による解説板と誘導石標等の新設と

改修をしましたが、南に面したものについては印刷面の日焼けと劣化が著

しいようです。来年度から計画に組込んで順次、改修しようと思います。 
 
佐藤副委員長：政庁南門前殿の盛土の撤去にあたって遺構への影響はないですか。それか

ら、第Ⅱ期には前殿は存在しないと考えているのですか。 
 
三	 好 （壮）：高まっている表示部分の盛土のみを撤去するので影響はありません。 
 
吉	 	 	 	 野：昭和 40 年代の政庁の建物表示は第Ⅱ期を基本としますが、時期の異なる建

物も表示する場合には、手法を変えて、この第Ⅰ期の前殿のように盛土に

よる高まりで表示しています。ですが、今回の再整備はⅡ期で統一すると

いうことで進めていますので、盛土を撤去することにしました。 
それからⅡ期の前殿については西側にある石組溝から存在する可能性を

指摘していますが、前殿自体の遺構が全く残らず、規模が不明です。その

推定も難しい状況で、他の建物と同様の表示をするには無理があります。

今後、信憑性の高い推定ができたら表示すべきとは思いますが、いずれに

してもⅠ期の表示は必要がないので、この際に撤去しようと思います。な

お、Ⅱ期の前殿の存在は解説板などで示唆しても良いかと考えています。 
 
松	 村	 委	 員：政庁南門の解説板も損傷がひどいね。 
 
三	 好 （壮）：来年度の事業で改修します。また、先ほど申しましたとおり、平成 28 年

度以降、順次修繕を進めてゆきたいと考えています。 
 
10，散会	 	 	 	 	 （宮城県多賀城跡調査研究所	 吉野班長） 
 


